

国家税務総局印発《関連企業間取引事前確認価格実施規則》（試行）》の通知
国税発[2004]118号
各省、自治区、直轄市及び計画単列市国家税務局、地方税務局：
    ここに《関連企業間取引事前確認価格実施規則》（試行）》及びその各種文書書式（附件参照）を印発するので、遵守して執行願いたい。執行中に問題があれば研究解決するために直ちに総局（国際税務司）に報告すること。

    附件：1事前確認価格会談記録
           　2.事前確認価格取決正式会談通知
           　3.事前確認価格取決正式書面申請
           　4.事前確認価格取決正式書面申請延期報送報告
           　5.事前確認価格取決の正式書面申請送付延期に関する回答書
           　6.審査評価初歩結論
           　7.審査評価延期通知
           　8.審査評価初歩結論報告審査表
           　9.事前確認価格取決（本文参照）
           　10.事前確認価格取決（草案）上申表
           　11.事前確認価格取決再締結申請
           　12.事前確認価格取決申請再締結に関する回答書
           　13.事前確認価格取決再締結審査批准表
           　14.事前確認価格取決執行期間変更報告
           　15.事前確認価格取決工作連絡票

 

国家税務総局         
二○○四年九月三日       

附件：

関連企業関取引事前確認価格実施規則（試行）

第一章　総則

第一条　《中華人民共和国税収徴収管理法》（以下、税収徴管報という）第三十六条およびその実施細則（以下、税収徴管法実施細則）第五十一条から第五十六条の規定、及び中国政府と関係する国家政府間で締結している租税条約の関連規定（以下、租税条約という）に基づいて、関連企業関取引事前確認価格の税収管理手順を規範化するために、特に本規則を制定する。

第二条　本規則は関連企業関取引事前確認価格の税収管理に適用する。関連企業間取引事前確認価格の税収管理とは、納税者とその関連企業間で有形資産の仕入販売と使用、無形資産の譲渡と使用、役務提供、資金融通等の業務取引において、関連取引に適用する移転価格原則と計算方法の事前約定を申請し、将来年度の関連取引にかかわる税収問題の解決と確定時に用いるもので、各級主管税務機関と納税者が志願、平等、守信原則に従って、本規則によって行われる会談、審査と評価、協議、事前確認価格取決の決定と批准、及び執行の監督制御等の項目の具体管理工作を指す。

第三条　本規則でいう各級主管税務機関とは区を設けている市、自治州以上の税務局をいう。具体的な実施は区を設けている市、自治州以上の税務局内に設立している国際（渉外）税収管理機構またはその他関連税務管理部門で行う。

第二章　予備会談

第四条　主管税務機関は納税者が正式に事前確認価格取決申請に同意する前に、納税者の書面要求に基づいて、納税者と事前確認価格の取決、及び事前確認価格取決の達成にあたって研究、分析を必要とする範囲等の問題について予備会談を行う。予備会談の時間、地点、具体的内容等の事項は、双方によって確定する。

第五条　予備会談で可能である事前確認価格取決のときに、納税者は主管税務機関に書面要求を提出すると同時に、以下の内容について初歩書面建議と意見を提出しなければならない。

1.実施手順面

（1） 事前確認価格取決の建議

（2） 事前確認価格取決期限
（3） 提出を準備する文書、資料

（4） 事前確認価格取決批准後の報告及び監督制御

（5） 事前確認価格を通じて過年度の税収問題等の解決ができるかどうか

2.具体的内容面は主として以下を含まなければならない。

（1） 関係する関連企業の状況

（2） 過年度の税務監査状況

（3） 事前確認価格取決が関係する関連経営活動状況の説明

（4） 国内外の関連取引状況

（5） 機能及び比較可能性分析（市場状況、入手し得る比較可能価格決定情報分析）

（6） 比較可能情報調整要素の考慮

（7） 採用を提案する移転価格原則と計算方法、及びその公平取引原則に符合する理由

（8） 選択使用する移転価格原則及び計算方法が基づく仮設条件

（9） 租税条約相互協議手順にかかわる可能性を含んだ出現し得る二重課税等の問題

（10） その他説明を必要とする状況

第六条　予備会談で可能である事前確認価格の取決時に、主管税務機関は納税者の書面要求及びその初歩提案と意見を受け取った日から20日以内に書面で納税者に回答しなければならない。もし納税者の書面要求に同意しないのであれば回答時に理由を説明しなければならない。もし納税者の書面要求に同意するならば、以下の内容について説明を行わなければならない。

1. 実施手順面

（1） 事前確認価格取決に関するフィージビリティー

（2） 基本要求、審査評価と時限の一般規定と原則を含む事前確認価格取決協議の各段階の予期時間手順

（3） 説明を必要とするその他手順問題

2.　具体内容面の主要説明

（1） 事前確認価格取決適用の範囲

（2） 関連租税条約の規定に基づき事前確認価格取決の相互協議が一致に達　　　

する可能性

（3） 異なる関連取引類型によって分別して提供しなければならない分析と

評価資

（4） 審査と評価時間

（5） 事前確認価格取決批准執行後の双方の義務と責任等

第七条　予備会談の段階において、租税条約の二国間または多国間の事前確認価格取決にかかわる場合、予備会談の状況を直ちに完全に国家税務総局に書面報告しなければならない。予備会談を経て、もし二国間で意見一致に達する場合、主管税務機関は意見一致に達する日から15日以内に書面形式で納税者に通知しなければならない。事前確認価格取決の正式協議後と事前価格取決締結前に、主管税務機関と納税者はどちらも協議を中止することができる。

第三章　正式申請

第八条　納税者は主管税務機関が事前確認価格取決の関連事項について正式に協議することができる通知を受け取ってから3ヶ月以内に、主管税務機関に事前確認価格の正式書面申請を提出しなければならない。もし二国間または多国間の事前確認価格にかかわる正式書面申請であるならば、納税者は同時に国家税務総局に報告しなければならない。以下の特殊原因により納税者が正式書面申請期限を延長する必要がある場合、主管税務機関に延期報告を提出することができる。

1. 特別にある方面の資料の準備を必要とする場合

2. 例えば文字翻訳のような、資料に対して技術上の処理を必要とする場合

3. その他非主観的要因

主管税務機関は納税者の事前確認価格取決の正式書面申請延期報告後15日以内に、申請延期事項に書面回答を行わなければならない。期限を超過しまだ回答していない場合、主管税務機関が納税者の関連延期申請に既に同意しているとみなす。

第九条　納税者は主管税務機関に事前確認価格取決を実行する正式書面申請の内容を提出するにあたり、少なくとも含まなければならないもの以下のとおり。

1. 関連する集団組織、会社構造、関連関係、関連取引状況

2. 納税者の過去三年間の財務、会計報告表資料、製品機能及び財産（無形資産と有形資産を含む）の資料

3. 事前確認価格取決がかかわる関連取引種別と納税年度

4. 関連企業館の職能、機能とリスク区分

5. 租税条約の二国間または多国間事前確認価格取決にかかわるか否か

6. 事前確認価格が適用する移転価格原則と計算方法の考慮、及びこの原則と方法を支持する機能分析と比較可能性分析、選択使用する移転価格原則と計算方法の仮設条件

7. 業種発展趨勢と競争環境を含む市場状況の説明

8. 事前確認期間の年度経営効益予測と計画等

9. 関連企業との合作の態度、その関連取引の提供の可否、経営取決及び財務成果面の情報

10. 二重課税等の問題にかかわるかどうか

11. 国内外の関連法律、租税条約等にかかわる関連問題

上述の提供しなければならない資料は、納税者が既に税収法律、法規に従って送付したものを除く。

上述申請内容がかかわる文件資料と状況説明は、選択使用を支持することができる価格決定原則、計算方法と事前確認価格取決条件に符合し得る文書資料と状況説明を含み、納税者と主管税務機関は妥当に保存しなければならない。

　

第四章　審査と評価

第十条　主管税務機関は納税者が提出した事前確認価格取決実行の正式書面申請及びその必要とする文書、資料を受け取ってから5ヶ月以内に審査と評価を行わなければならず、且つ審査と評価の具体的状況に従って納税者または税務代理に諮問を提出し、その補充関連資料を要求することができ、もって審査評価結論を形成する。特殊状況により審査評価時間を延長する必要がある場合、直ちに書面で納税人に通知しなければならず、延長期限は3ヶ月を越えてはならない。租税条約にかかわる二国間または多国間の事前確認価格取決は、上述の延長期限を超過する場合、双方により協議確定する。

第十一条　主管税務機関は納税者に対して事前確認価格取決の正式書面申請の審査と内容の評価を実行するにあたって、少なくとも含まなければならないものは以下のとおり。

1. 歴史経営状況。納税者の経営計画、発展趨勢、経営範囲等の文書資料の分析、評価、フィージビリティースタディ、投資予算（決算）、董事会決議等の重点審査。経営業績に反映する関連情報と資料、例えば財務、会計報告表、監査報告等の総合分析。歴史、現実状況を主として考察し、企業経営に影響するポイント要素を探し出すこと。

2. 職能及びリスク状況。納税者とその関連企業との間の取引において、商品提供、生産、輸送、販売等各部分の分析、評価及び無形資産の研究、開発等の面の各自が保有する割当、履行する職能及び在庫、貸付、外貨、市場等の過程において請け負うリスク

3. 比較可能価格情報。納税者が提供する国内外の比較可能価格情報の分析、評価を行い、独立企業間取引価格設定と関連企業関取引価格設定の重大な違いを説明し、且つ取引に影響する実質的な差異に調整を行うこと。もし比較可能取引または経営活動の合理性を確認できない場合、納税者が選択使用する移転価格原則と計算方法が公平に被審査関連企業間取引と経営現状を証明する関連文書、資料を更に提出する必要があることを明確にしなければならず、且つ関連財務、経営等資料の証明を得なければならない。

4. 仮設条件。納税者が提出する全ての事前確認移転価格原則と計算方法を支持または証明しうる情報資料及びその説明を分析、評価し、マクロまたはミクロ（政治、経済、法律、技術等）の面から業種利潤能力の影響を分析し、及び納税者の経営戦略、生産規模と生命周期の仮設等の面の具体的影響程度を分析し、もって合理性を具備するか否かを確定させる。

5. 移転価格原則と計算方法。納税者が事前確認価格取決中に選択使用する移転価格原則と計算方法が以前、現在、将来年度の関連企業関取引が運用されるか否かまたはいかに運用されるか、及び関連財務、経営資料の中で法律、法規の規定に符合するかどうかの分析、評価。

6. 予期される公平取引価格または利潤値幅。事前確認価格取決の基礎の建設を確定させるための、確定した比較可能価格、利潤プラス比率、比較可能企業の取引等を通じた更なる審査と評価、提案を運用する移転価格原則と計算方法、税務機関と納税者が受け入れることのできる価格または利潤値幅の算出。

第十二条　主管税務機関は租税条約にかかわる二国間または多国間の事前確認価格取決に対して、審査、評価結論を国家税務総局に報告して査定する。

協議

第十三条　主管税務機関は審査評価結論を形成する日より30日以内に、納税者と職能、リスク、比較可能情報、仮設条件、価格決定原則と計算方法及び公平取引値幅等の主要問題について更に協議、相互意思疎通、論証、意見の一致達成し、且つ事前確認価格取決草案を形成しなければならない。二国間または多国間事前確認価格取決にかかわる草案の場合、国家税務総局に報告して査定しなければならない。

第十四条　事前確認価格取決草案の内容が主として含むものは以下のとおりである。

1. 関係する関連企業（取決が包含する全ての企業名称、所在地等の基本情報）

2. 関係する関連取引及び期間

3. 条項設置及び有効期日

4. 移転価格方法（選定する比較可能価格または取引、価格決定原則と計算方法、予期される経営結果範囲等を含む）

5. 移転価格方法の運用と計算基礎が関連する説明後の定義（例えば販売額、販売費用、粗利益、純利益等）

6. 仮設条件

7. 年度報告、記録保存、仮設条件変動通知等の納税者義務

8. 取決の法律効力、文書資料等情報の機密性

9. 相互責任条項
10. 取決の改定

11. 争議の解決方法と道筋

12. 二重課税の排除

13. 注意事項

14. 発行日時

15. 関連附件

第六章　締結取決

第十五条　税務機関と納税者が事前確認価格取決草案の内容について一致に達した日から30日以内に、双方の法定代表者または法定代表者が授権する代表は正式に事前確認価格取決を締結する。

第十六条　事前確認価格取決は一般的に納税者が正式申請を提出する年度の翌年から2乃至4の将来連続年度の関連企業間取引にのみ適用されるが、納税者が事前確認価格取決の正式申請を提出した年度が、その経営状況、関連取引種別、及び各種関連条件と締結する事前確認価格取決状況で述べている状況と同じまたは類似している場合、主管税務機関の審査批准を経て、正式申請年度に遡及適用することもできる。

第十七条　事前確認価格取決は連続再更新できるが自動再更新できない。納税者は原締結事前確認価格取決執行期限満了90日前に主管税務機関に再締結申請を提出しなければならず、同時に信頼できる証明材料を提供し、期限到来済みの事前確認価格取決が述べる事実と関連環境に実質性変化が発生していないことを説明し、且つ当該事前確認価格取決の各項条項と約定を一貫して遵守しなければならない。主管税務機関は納税者の再締結申請を受け取った日から30日以内に制定する事前確認価格取決草案の審査、評価を完了し、且つ双方が合意する再締結時間、地点等の関連事項に従って、納税者と更新工作を完了しなければならない。

第七章　監督御執執行

第十八条　主管税務機関は納税者が締結する事前確認価格取決の執行状況に監督制御を行い、且つ関連する監督制御管理制度をつくらなければならない。

第十九条　事前確認価格取決執行期間内において、納税者は取決に関連する文書と資料（帳簿と関連記録等を含む）を完全に保存する必要があり、紛失、廃棄及び移転してはならない。納税年度終了後4ヶ月以内に、主管税務機関に事前確認価格取決執行状況の年度報告を送付しなければならない。年度報告は事前確認価格取決が要求する全ての事項を含めて報告期間内の経営状況を説明し、且つ事前確認価格取決の条項を既に遵守していることを証明し、及び当該事前確認価格取決の要求を改定または取消しているか否かを説明しなければならない。未解決問題があるか発生しようとしている問題があれば、主管税務機関と取決を更改、改定または終止をするか否かを協議するために、納税者もまた年度報告内に説明を行う必要がある。

第二十条　事前確認価格取決執行期間内に、主管税務機関は定期的（一般的に半年）納税者の取決履行状況の検査を行わなければならない。検査内容が主に含むものは次のとおり。納税者が取決条項及び要求を遵守しているか否か、取決の会談締結にために提供する資料と年度報告が納税者の実際経営状況を反映しているか否か、移転価格方法が依拠する資料と計算方法が正確か否か、取決で説明している仮設条件の前提が依然として有効か否か、納税者の移転価格方法の運用に対して仮設条件の前提と一致しているか否か。

納税者が事前確認価格取決条項を遵守し且つ取決条件に符合すれば、主管税務機関は事前確認価格取決で説明している関連取引の移転価格原則と計算方法を認可しなければならない。納税者が取決を一般的に違反している状況が発見された場合、取決を取消するまで状況を見て処理を進める。納税者に隠蔽が存在しているかまたは取決の執行を拒否する状況が発見された場合、主管税務機関は取決を終止し、事前確認価格取決実施第一年の第一日に時間を遡及しなければならない。

第二十一条　既に締結し且つ執行している事前確認価格取決の事前確認期間内に、もし実際経営結果に取決が予期していない価格または利潤値幅範囲内の状況になく、且つ当該状況が取決の全部状況及び要求の違反に属さない場合、主管税務機関は一級上の主管税務機関に報告し批准後、実際経営結果を取決で確定している価格または利潤値幅範囲内に調整し、且つ取決の中で当該納税者関連取引の各方に相応の調整を行わなければならない。租税条約に関係する二国間または多国間の事前確認価格取決の場合、国家税務総局に報告して認可を得なければならない。

第二十二条　事前確認価格取決執行期間内に、事前確認価格に影響するいかなる実質性変化が発生（例えば、仮設条件に変化が発生）した場合、納税者は変化発生後15日以内に主管税務機関に書面報告し、当該変化の事前確認価格取決執行に対する影響を詳細に説明し、且つ関連資料を附属しなければならない。非主観的原因による場合、延期報告を行うことができるが、営業期間は15日を超過してはならない。主管税務機関は納税者の書面報告を受け取った日から30日以内に、審査と処理を行い、審査変化状況を含めて、納税者と事前確認価格取決条項の改定、関連条件または実質性変化の事前確認価格取決執行状況への影響程度の協議を行い、合理的な救済方法または事前確認価格取決の中止等の措置を採用する。原事前確認価格取決の執行を中止するにあたって、主管税務機関は納税者と本規則規定の手順と要求に従って、あらためて新たな事前確認価格取決を協議する。

第八章　附則

第二十三条　主管税務機関と納税者は事前確認価格取決会談締結または執行過程中に、本省その他地区及び跨った省、自治区、直轄市と計画単列市の主管税務機関と協調または共同で会談締結する必要がある場合（国家税務局または地方税務局）、以下の手順に従って、お互いに情報を交換し、相談協力しまたは手順に沿って共同で処理しなければならない。

1. 本省、自治区、直轄市と計画単列市範囲内の場合、納税者申請（予備会談申請と正式申請を含む）を受け取る主管税務機関は関連地区主管税務機関（国家税務局または地方税務局を含む）と直接相談して処理するか、省、自治区、直轄市と計画単列市国家税務局または地方税務局の批准を経て、手順に沿って共同して手続きを行う。

2. 関連取引が二つの省、自治区、直轄市と計画単列市範囲を跨る場合、納税者申請（予備会談申請と正式申請を含む）を受け取った主管税務機関により《事前確認価格取決工作連絡票》を記入し、本省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局または地方税務局に報告し、関係する省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局または地方税務局と連絡して処理する。関係する省、自治区、直轄市と計画単列市の国家税務局または地方税務局は連絡票を受け取ってから15日以内に、関連情報資料、サポート方式、及び共同処理の可能性等を研究し、かつ書面回答を行わなければならない。

3. 事前確認価格取決の会談締結または執行で、以下の状況の一つがある場合、国家税務総局に書面で報告し、国家税務総局により協調、監督指導または直接処理を行わなければならない。

（1） 関連取引が3つ以上（3つを含む）の省、自治区、直轄市と計画単列市を跨る場合

（2） 国内外に関係する関連取引金額が大きい（関連企業間年度取引で受け取るまたは支払う代価、費用が1000万人民元以上に達するか超過する場合を指す）または関連取引類型が多い場合

（3） 二国間または多国間の事前確認価格取決の会談締結、執行、更新、変更、改定、中止等の状況に関係する場合

第二十四条　各地国家税務局、地方税務局は納税者との協議一致または共同して締結する事前確認価格取決を通じて、納税者が取決の全ての条項及びその要求を遵守しさえすれば、国家税務局、地方税務局はともに認可を与えなければならない。もし事前確認価格取決が納税者と関連する地区の国家税務局と地方税務局で共同して締結している場合、事前確認価格取決に執行中に、納税者は本規則第二十条と第二十三条に規定に従って、関係する地区の国家税務局と地方税務局に事前確認価格取決状況の年度報告と変化状況報告をそれぞれ送付しなければならない。関係する地区の国家税務局と地方税務局は税収徴管法実施細則第八十五条の規定、及び本規則第二十一条と第二十三条の規定に従って、納税者に対して取決の状況を履行し、連合検査と審査を実行し、具体的な連絡、処理手順は本規則第二十四条の規定に従って処理しなければならない。

第二十五条　主管税務機関と納税者は事前確認価格取決予備会談、正式会談締結、審査、分析等の全過程において獲得または得た全ての情報資料について、双方ともにに機密保持義務を有し、且つ税法及び国家機密保持法関連規定の保護と制約を受ける。主管税務機関と納税者の毎回の会談（予備会談と正式会談を含む）は、会談内容を書面で記録し、同時に毎回の会談時にお互いに提供した資料の部数と内容を記載して、且つ捺印しなければならない。もし主管税務機関と納税者が予備会談または正式協議を経て、事前確認価格取決について一致に達することができず会談を終止する場合、双方は会談中に相互が提供した全ての資料を相手に返却しなければならない。

第二十六条　主管税務機関と納税者が会談、協議を経て、事前確認価格取決を達成できない場合、会談、協議の過程において獲得または得られた非事実性情報（例えば各種定義、推理、観念と判断等）は以降の当該事前確認価格取決が関係する取引行為に監査過程の中で用いてはならない。

第二十七条　事前確認価格取決の執行と解釈において、もし主管税務機関と納税者で相違が発生した場合、双方は十分な協議を行わなければならず、協議で解決できない場合、一級上の主管税務機関または国家税務総局に報告して協調することができる。一級上の主管税務機関または国家税務総局の協調結果または決定に対して、一級下の税務機関は執行しなければならない。ただし、もし納税者が依然として受け入れられない場合、取決の執行の中止を考慮しなければならない。

第二十八条　租税条約に関係する二国間または多国間の事前確認価格取決は、租税条約の関連規定に従って、締結国双方の主管当局の相互協議手順を発動させる必要がある場合、国家税務総局が責任を持ち且つ相応の手順を制定する。

第二十九条　主管税務機関は納税者と《事前確認価格取決》を正式に締結後5日以内に、及び《事前確認価格取決》執行中に、変更、中止、取消等の情報の発生後10日以内に、《事前確認価格取決》の正式文書及びその関連変動状況の説明を国家税務総局に備案しなければならない。

第三十条　本規則で述べる手順もまた既に実施している事前確認価格取決の個別条項の改定に適用する。

第三十一条　本規則実施に必要とする各種文書、及び事前確認価格取決は本規則に随行する本文を参照し、同時に執行する。

第三十二条　本規則は国家税務総局が解釈と改定の責任を有する。

第三十三条　本規則は公布日より執行する。1998年4月23日国家税務総局が印発した《関連企業関取引税務管理規定》（国税発[1998]59号）第48条と本規則が抵触する場合、本規則を基準とする。公布日前に、主管税務機関が既に納税者と締結している事前確認価格取決は期限満了まで執行することができる。公布日以降に事前確認価格取決を締結する、または公布日前に執行期間が満了し更新する事前確認価格取決は、本規則に従って執行する。

1.事前確認価格会談記録
	納税者名称
	
	主管税務機関名称
	

	会談時間
	
	会談地点
	

	会社（企業）
主談人員
（姓名、職務）
	
	主管税務機関
主談人員
（姓名、職務）
	

	会社（企業）

その他人員

（ 姓名 ）
	
	主管税務機関
その他人員

（ 姓名 ）
	

	会談内容： 

	主管税務機関主談人員署名
	
	会社（企業）主談人員署名 
	

	記録者署名
	


2.事前確認価格取決正式会談通知
税  字[20  ]   号

    会社（企業）：

    《中華人民共和国税収徴収管理法》第三十六条及びその実施細則第五十一条から五十六条、及び中華人民共和国政府と       国政府との間で締結且つ執行する租税条約の関連規定に基づき、貴社（企業）が予備会談段階で事前確認価格取決を満足させるのに必要な関連情報資料を提供できることを示すことを考慮し、研究を経て、貴社（企業）の事前確認価格取決の関連事項に正式に協議を行うことに同意する。

    特にここに通知する。

税務局（公章）      
年   月   日      

3.事前確認価格取決正式書面申請
__________税務局：
《中華人民共和国税収徴収管理法》第三十六条、第九十一条及びその実施細則第五十一条から五十六条の関連規定に基づき、貴局が    年   月   日に当社（企業）に送達した《事前確認価格取決正式会談通知書》（______税____字[20  年]____号）の要求に従って、ここに当社（企業）と関連企業__________________________との取引につき、事前確認価格取決の正式申請を提出するので署名受領願いたい。

附属報告資料：計   部    頁
        1.
        2.
 　　　 3.
        ┊
   

 企業名称：     
  （捺印）      
法定代表者：     
  （署名捺印）     
年   月   日     
 

    《事前確認価格取決正式書面申請》
    記入説明
    一、正式書面申請は《関連企業関取引事前確認価格実施細則》第三章の規定に基づいて制定する。
    二、正式書面記入申請には少なくとも以下の資料を添付しなければならない：
    1.関連の集団組織、会社構造、関連関係、関連取引状況；
    2.暦年財務、会計報告資料、製品機能及び資産（無形資産及び有形資産を含む）の資料；
    3.事前確認価格取決に関わる関連取引種別、及び納税年度；
    4.関連企業間の職能、機能及びリスク区分；
    5.租税条約の双方（または多方）の事前確認価格取決にかかわるか否か；
    6.事前確認価格が適用する移転価格原則及び計算方法の考慮、及びこの原則及び方法を　　

指示する機能及び比較可能性分析、選択適用する譲渡価格設定原則及び計算方法の　仮設条件；

7.業種の発展趨勢及び競争環境を含めた市場状況の説明；
   8.事前確認期間の年度経営効益予測、及び計画等；
   9.関連企業合作に関する態度、関連するその取引、経営取決及び財務成果面に関する情　

報の提供の可否；
   10.二重課税等の問題も関係するか否か；
    11.国内外関連法律、租税条約にかかわる処理内容等の関連問題。

4.事前確認価格取決正式書面申請延期報送報告
	納税者名称 
	
	法定代表者
	

	
	
	税務責任者

及び連絡電話番号
	

	延期報送を申請する原因及び理由 
	企業名称： 
（捺印）
法定代表者：
（署名捺印）
年 月 日 


    
《事前確認価格取決正式書面申請延期報送報告》
    記入説明

    一、本報告は《関連企業関取引事前確認価格実施細則》第三章の規定に従って制定する。
    二、納税者は事前確認価格取決正式署名申請の送付を延期する具体的原因及び時限を説明しなければならない。

5.事前確認価格取決正式書面申請延期送付に関する回答書
税   字[20  ]  号

        会社（企業）：

貴社（企業）が   年  月  日に我が局に送付した《事前確認価格取決正式書面申請延期報送報告》を受領し、研究を経て、ここに以下のとおり回答する：

 

 

 

税務局：（捺印）       
年    月    日        

 

    《事前確認価格取決正式書面申請延期送付に関する回答書》
    記入説明  
    一、本回答書は《関連企業間取引事前確認価格実施規則》第三章の規定に従って制定する。
    二、主管税務機関は納税者が送付した送付延期の報告を必要とする事前確認価格取決正式書面申請を受領してから15日以内に、延期を申請する事項に意見を提出し、納税者に回答する。

6. 審査評価初歩結論
	納税者名称
	
	納税者の正式書面申請受領日
	

	監査人員姓名
	
	報告審査日時
	

	審査評価初歩結論 

《関連企業間取引事前確認価格実施規則》第四章の規定に従って、当該社が提出する事前確認価格取決の正式書面申請に対して、歴史経営状況、職能及びリスク状況、比較可能価格情報、仮設条件、移転価格原則及び計算方法、予測される公平取引価格または利潤幅等の面から審査と評価を行い、ここに具体的分析根拠及び初歩結論を以下のとおりまとめる： 

 

 

 


    《審査評価初歩結論》
    記入説明

    一、本結論は《関連企業関取引事前確認価格実施規則》第四章の規定に基づいて制定するもの。
    二、本結論は《審査評価初歩結論報告審査表》の附件とし、合わせて本級または一級上の主管税務機関の責任者に審査を受けなければならない。

7.審査評価延期通知
税   字[20  ]    号

    会社（企業）：

    《関連企業関取引事前確認価格実施規則》第十条の規定に基づき、貴社（企業）が    年  月  日に提出した事前確認価格取決を実行する正式書面申請に対して、以下に列する特殊状況のため、審査評価の時間に延期を要する

至  年  月  日；                 
  1.
  2.
  3.
      ┆
    特にここに通知する

税務局（公章）       
年    月    日       

    《審査評価延期通知》
    記入説明

    一、本通知は《関連企業関取引事前確認価格実施規則》第四章の規定に基づいて制定する。
    二、本通知書は区を設ける市、自治州以上の税務局が捺印する。

8.審査評価初歩結論報告審査表
金額単位： 

	納税者名称 
	
	税務登記コード
	

	納税者所在地
	
	法定代表者 
	

	開業日時
	
	財務責任者電話
	

	主営業項目
	
	投資総額
	

	審査評価する主要内容
	事前確認価格がかかわる関連取引類型及び具体的内容：



	
	事前確認価格期限及び期間： 



	
	事前確認移転価格原則及び計算方法： 



	
	具体的審査評価内容の詳細は附件参照《審査評価初歩結論》 

	審査評価初歩結論
	税務監査人員署名：
年 月 日



	責任者審査意見
	主管税務機関
	責任者署名：
年 月 日



	
	一級上の税務機関
	責任者署名：
年 月 日


 

    《審査評価初歩結論報告審査表》
    記入説明
    1、本報告審査表は《関連企業関取引事前確認価格実施規則》第四章の規定によって制定するもの。
    2、事前確認価格がかかわる関連取引類型及び具体的内容は関連会社名称、及び関連取引の具体的対象、金額等を含まなければならない。
    3、事前確認価格の期限及び期間とは企業が《事前確認価格取決正式書面申請》の中で提案する事前確認価格の期限及び期間のことを指す。
    4、事前確認移転価格原則及び計算方法は《税収徴収管理法実施細則》第五十五条の規定に符合しなければならない。               

9.事前確認価格取決（文面参照）
    《中華人民共和国税収徴収管理法》第三十六条及びその実施細則第五十一条から五十六条の規定に基づき、      会社（企業）の正式申請を経て、           税務局が審査批准し、双方が本事前確認価格取決の締結を希望する。
    
第一条 一般定義
    本取決において、他の箇所で別途解釈するものを除く：
    （一）“主管税務機関”とは        税務局を指す。
    （二）“納税者”とは       会社（企業）を指す。
    ┊
    第二条 取決の類型
    本取決は一方のための事前確認価格取決である。
    ┊
    第三条 適用範囲
    （一）税種範囲：本取決は所得税及びその他税種に適用する。
    （二）関連企業間取引類型：本取決は納税者及びその関連企業      会社（企業）との間の        取引に適用する。
   ┊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

第四条 適用期間
    本取決は        納税年度に適用し、毎一納税年度を       とする。
   ┊ 
    第五条 ポイントとなる仮設
    本取決が選択使用する価格設定原則及び計算方法は以下の仮設条件に基づく：
                                                              
    執行期内において、仮に上述仮設条件に変化が生じる場合、納税者は変化発生の15日以内に主管税務機関に報告し、双方が具体状況を見て改定を行い、本取決の中止または取消を行わなければならない。
   ┊
    第六条 移転価格原則及び計算方法
    本取決を適用する      会社（企業）とその関連企業との間の取引の移転価格原則及び計算方法は公平な成約価格及び営業常規に符合しなければならず、具体的な価格設定原則及び計算方法の根拠を         とする。
   ┊
    第七条 年度報告
    取決の有効執行期間内において、納税者は毎納税年度終了後4ヶ月以内に取決執行状況の年度報告を提出し、且つ以下の資料を提出しなければならない：
                                               
    第八条 税務検査
    本取決は主管税務機関が納税者が取決履行状況に監査、検査を行うことに対して内容と要求を列しなければならない。

    第九条 取決の効力
    本取決の有効執行期間内において、納税者は取決の全ての条項及び約定要求を遵守さえすれば、主管税務機関は事前に約定した関連価格設定事項を認可しなければならない。納税者が取決を遵守しなければ、主管税務機関は具体的状況を見て処理を進めることができ、または一方が本取決を中止、取消することができる。

    第十条 取決の再締結
    本取決は連続して再締結できるが自動再締結はできない。再締結が必要であれば、納税者は本取決の期限満了前     月（日）以内に、主管税務機関に書面再締結申請を提出し、且つ確かな証明材料を提供し、原取決がいうところの事実と関連環境に実質性変化が発生していないことを説明しなければならない。主管税務機関は再締結申請を受け取った後、審査を経て納税者の再締結申請の受付可否を決定し、再締結申請を受付するならば、納税者と更に協議を行い、取決の再締結工作を完成させる。

    第十一条 争議の解決
    双方から配の実施及び解釈について相違が生じる場合、まず協議して解決しなければならない。協議での解決ができない場合、双方は一級上の税務機関または国家税務総局に協調を申請することができる。納税者が協調結果を受け入れられない場合、本取決の改定、中止または取消を考慮しなければならない。

    第十二条 守秘義務及び責任
    主管税務機関と納税者は本取決の協議契約及び実施過程中に獲得した情報に対して双方がともに守秘義務を有し、且つ税法及び国家機密法の関連条項の保護および制約を受ける。

    第十三条 効力発生、訂正、中止及び取消
　　本取決は双方の法定代表者またはその授権者の署名捺印後発効する。　　　　　　　　　主管税務機関と納税者の法定代表者またはその授権代表が     年    月に        で本取決を締結する。
    主管税務機関または納税者は取決を改定、中止または取消するにあたって、相手に通知しなければならない。通知内容には改定、中止または取消の時間及び原因を含む。      

    第十四条 二重課税の排除

   取決には二重課税を排除する方法と内容を列しなければならない。

    第十五条 注意事項
    第十六条 関連附属文件
    本取決は一式二部で、中文を使用しなければならない。主管税務機関と納税者が各々一部持ち、同等の効力を有する。一方が取決を外国文字に翻訳し、且つ解釈上相違が生じる場合、中文の文面を基準とする。

             税務局                   会社（企業）
   署名：     日時：             署名：     日時：
   職務：     捺印：             職務：     捺印：

10.事前確認価格取決（草案）上申表
	納税者名称 
	

	税務登記コード
	
	事前確認価格取決適用年度
	

	移転価格原則と計算方法及びその説明
	

	税務監査人員意見
	署　名： 

年 月 日 

	主管税務機関科室責任者意見
	署　名： 

年 月 日 

	主管税務期間責任者審査批准意見
	署　名： 

年 月 日 

	一級上の税務機関no

責任者の審査批准意見
	署　名： 

年 月 日 


    《事前確認価格取決（草案上申表）記入説明

    一、本表は主管税務機関と納税者が事前確認価格取決草案内容の協議が意見の一致を達成後、事前確認価格取決（草案）を本級または一級上の主管税務機関の責任者に報告し審査批准するときに記入する。
    二、《事前確認価格取決（草案）上申表》の欄目に内容を記入しきれないときは別途紙を補充することができる。

11.事前確認価格取決再締結申請
税務局：

    当社（企業）と貴局が    年  月  日に締結した事前確認価格取決が    年  月  日に期限満了するが、期限満了後、関連企業との間の将来年度の取引（即ち   年度から   年度）、原締結事前確認価格取決で述べられている事実と関連環境が同じまたは類似しており、実質性変化が発生しないので、事前確認価格取決の再締結の申請を提出するので、研究回答願いたい。


会社（企業）名称：
（捺印）
年    月    日
    

    附件：
         1、締結している原事前確認価格取決（コピー）
         2、関連年度の取決執行状況の報告
         3、締結している原取決が述べている事実と関連環境に実質性変化が生じていない証明材料及び取決を再締結する年度の関連予測状況等。

12.事前確認価格取決申請再締結に関する回答書
税   字[20  ]    号

    会社（企業）：

貴社（企業）が         年    月    日に提出した事前確認価格取決再締結申請及びその附件は既に           年      月     日に受領した。審査を経て、ここに事前確認価格取決再締結の件につき以下のように回答する:
1.
2.
3.
┊
税務局（公章）
年     月     日

13.事前確認価格取決再締結審査批准表

	納税者名称 
	

	税務登記コード
	
	再締結適用を申請する年度
	

	原取決の移転価格及びその計算方法の説明
	

	原取決の執行状況
	

	税務監査人員の再締結資料の申請と原取決との比較分析後の結論と意見
	　署 名： 

年 月 日 

	主管税務機関科室人員意見
	署　名： 

年 月 日 

	主管税務機関責任者審査批准意見
	署　名： 

年 月 日 

	一級上の税務期間責任者審査批准意見
	署　名： 

年 月 日 


添付資料：
    1.《事前確認価格取決再締結申請書》
    2.原締結事前確認価格取決（コピー）
    3.関連年度の取決執行状況の報告
    4.原締結取決が述べている事実の説明と関連環境に実質性変化が生じていない証明材料
    5.主管税務機関税務監査人員の審査分析の結論と意見

14.事前確認価格取決執行期間変更報告
            税務局：
《関連企業関取引事前確認価格実施規則》の関連規定に基づき、当社（企業）は事前確認価格取決を執行しているときに、仮設条件の前提に事前確認価格に影響する実質性変化が生じているのを発見したので、ここに関連する変化内容、状況建議調整意見及び関連資料を報告するので、研究回答願いたい。

 

附件： 

 

会社（企業）名称：
捺印）
年    月    日

                           
    《事前確認価格取決執行期間変更報告》
    記入説明

    一、本報告は《関連企業関取引事前確認価格実施規則》第七章の規定に従って制定する。
    二、納税者は事前確認価格取決執行期間に実質性変化の発生後15日以内に主管税務機関に報告しなければならない。
    三、本報告は少なくとも以下の資料を同時に添付送付しなければならない：
      1.事前確認価格取決執行期間に実質性変化が発生する具体的状況及び関連証明資料；
      2.事前確認価格取決中に確定する関連取引に対して適用する移転価格原則及び計算方法の影響分析；
      3.調整を提案する意見等。
 

15.事前確認価格取決工作連絡票
           省（自治区、直轄市、計画単列市）国家税務局/地方税務局：
   《関連企業関取引事前確認価格実施規則》の関連規定に基づき、                    会社（企業）は既に事前確認価格取決関連事項を        年    月    日に          国家税務局/地方税務局に対して予備会談申請（      年    月     日に正式書面申請を提出した）を提出し、　                会社（企業）との予備会談（正式協議）を経て、且つ提出した関連資料に初歩審査を行い、貴省（自治区、直轄市、計画単列市）            市（地）        県（市）が管轄する                会社（企業）の関連企業間取引の事前確認価格問題のために、ここに関連資料及び処理意見を貴局に転送するので研究回答願いたい。
附件：


      税務局
 年     月     日
 (捺印)

    《事前確認価格取決工作連絡票》
    記入説明

    1、本連絡票は《関連企業関取引事前確認価格実施規則》第八章の規定に基づいて制定する。
    2、本連絡票は省（自治区、直轄市、計画単列市）を跨る事前確認価格工作の連絡及び処理に適用する。

（日綜（上海）投資コンサルティング有限公司／呉　明憲）

 


